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(57)【要約】
【課題】一つの挿入口から挿入されたカード媒体の種別
に応じた決済処理が可能なカード処理装置、料金機械、
カード処理方法、及びプログラムを提供する。
【解決手段】カード処理装置１Ａは、一つの挿入口１０
と、前記挿入口の下流側に配置され、磁気ストライプに
記憶された情報を読み取る磁気読取部１３と、前記磁気
読取部の下流側に配置され、第１決済アプリケーション
に基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第１カ
ードリーダユニット１６と、前記第１カードリーダユニ
ットの下流側に配置され、第２決済アプリケーションに
基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第２カー
ドリーダユニット１７と、前記磁気ストライプから読み
取られた情報に応じて、前記カード媒体を前記第１カー
ドリーダユニット、及び前記第２カードリーダユニット
の何れに搬送するかを決定する制御部１９と、を備える
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気ストライプとＩＣチップとを含み、複数種類の決済用アプリケーション形式のうち
少なくとも一つが前記ＩＣチップに記録されたカード媒体に基づいて決済処理を行うカー
ド処理装置であって、
　前記カード媒体が挿入される一つの挿入口と、
　前記挿入口の前記カード媒体の挿入方向における下流側に配置され、前記磁気ストライ
プに記憶された情報を読み取る磁気読取部と、
　前記磁気読取部の前記カード媒体の挿入方向における下流側に配置され、第１決済アプ
リケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第１カードリーダユニット
と、
　前記第１カードリーダユニットの前記カード媒体の挿入方向における下流側に配置され
、第２決済アプリケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第２カード
リーダユニットと、
　前記磁気ストライプから読み取られた情報に応じて、前記カード媒体を前記第１カード
リーダユニット、及び前記第２カードリーダユニットの何れに搬送するかを決定する制御
部と、
　を備えるカード処理装置。
【請求項２】
　前記第１カードリーダユニットに前記カード媒体を搬送する第１搬送路と、前記第２カ
ードリーダユニットに前記カード媒体を搬送する第２搬送路とは、水平に配列される、
　請求項１に記載のカード処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　　前記磁気ストライプから読み取られた情報に基づいて前記カード媒体の種別を判定す
る種別判定部を有し、
　　前記カード媒体が前記第１カードリーダユニットの読み取り対象となる種別であると
判定された場合、当該カード媒体を前記第１カードリーダユニットで停止させ、
　　前記カード媒体が前記第１カードリーダユニットの読み取り対象となる種別ではない
と判定された場合、当該カード媒体に前記第１カードリーダユニットを通過させる、
　請求項１又は２に記載のカード処理装置。
【請求項４】
　前記第２カードリーダユニットの下流側に配置され、第３決済アプリケーションに基づ
いて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第３カードリーダユニットを更に備える、
　請求項１から３の何れか一項に記載のカード処理装置。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか一項に記載のカード処理装置を備える料金機械。
【請求項６】
　磁気ストライプとＩＣチップとを含み、複数種類の決済用アプリケーション形式のうち
少なくとも一つが前記ＩＣチップに記録されたカード媒体に基づいて決済処理を行うカー
ド処理方法であって、
　一つの挿入口から挿入された前記カード媒体の前記磁気ストライプに記憶された情報を
読み取る磁気読取ステップと、
　第１決済アプリケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第１カード
読み取りステップと、
　第２決済アプリケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第２カード
読み取りステップと、
　前記磁気ストライプから読み取られた情報に応じて、前記第１カード読み取りステップ
、及び前記第２カード読み取りステップの何れで前記ＩＣチップを読み取るかを決定する
制御ステップと、
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　を有するカード処理方法。
【請求項７】
　磁気ストライプとＩＣチップとを含み、複数種類の決済用アプリケーション形式のうち
少なくとも一つが前記ＩＣチップに記録されたカード媒体に基づいて決済処理を行うカー
ド処理装置のコンピュータを機能させるプログラムであって、
　一つの挿入口から挿入された前記カード媒体の前記磁気ストライプに記憶された情報を
読み取る磁気読取ステップと、
　第１決済アプリケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第１カード
読み取りステップと、
　第２決済アプリケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第２カード
読み取りステップと、
　前記磁気ストライプから読み取られた情報に応じて、前記第１カード読み取りステップ
、及び前記第２カード読み取りステップの何れで前記ＩＣチップを読み取るかを決定する
制御ステップと、
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カード処理装置、料金機械、カード処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　有料道路には、利用者の操作を受け付けて利用料金を自動的に収受する料金自動収受機
、収受員の操作を受け付けて利用料金を収受するために用いられる料金収受機等の機械（
以下、これらを総称して「料金機械」とも記載する）が設置されている。料金機械は、利
用者からクレジットカードによる支払いを受け付けるために、クレジットカードから各種
情報を読み取るためのカード処理装置を備えている。
【０００３】
　また、カード処理装置は複数種類のカード媒体を処理できるように、複数のカード処理
部を有している場合がある。例えば、特許文献１には、磁気ストライプに予め入金された
金額（残高）が記録される磁気カードを処理する磁気カード処理部と、ＩＣ（Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）チップに予め入金された金額が記録される無線カードを無
線通信により処理する無線カード処理部と、磁気ストライプ又はＩＣチップにクレジット
決済用の口座情報が記録されるクレジットカードを処理するクレジットカード処理部と、
を有するカード処理装置が記載されている。
【０００４】
　このカード処理装置は、挿入されたカード媒体が外形寸法及び厚みに基づき磁気カード
であると判断した場合、磁気カード処理部にカード媒体を搬送する。また、このカード処
理装置は、外形寸法及び厚みによる判別ができない無線カード及びクレジットカードにつ
いては、無線Ｒ／Ｗ部による無線通信を介した読み取りに成功した場合は無線カード処理
部にカード媒体を搬送し、失敗した場合はクレジットカード処理部にカード媒体を搬送す
るようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３０４６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年では、クレジットカードの不正使用対策として、ＥＭＶ（Ｅｕｒｏｐａｙ，　Ｍａ
ｓｔｅｒＣａｒｄ，　ＶＩＳＡ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）仕様に準拠したクレジットカードで
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あるＥＭＶ－ＩＣカードに対応することが求められている。ＥＭＶ－ＩＣカードはＩＣチ
ップが搭載されたＩＣカードの一態様であるが、従来の料金機械で使用されているＥＭＶ
－ＩＣカード以外のＩＣカード（例えば、電子式料金収受システム（ＥＴＣ：Electronic
 Toll Collection System（登録商標）、「自動料金収受システム」ともいう）で使用さ
れるＥＴＣ－ＩＣカード）とは決済処理において実行される処理が異なる。
【０００７】
　ＥＭＶ－ＩＣカードと、ＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカードであるＥＴＣ－ＩＣカー
ドとは、外形寸法及び厚みは略同一であり、また、何れも無線通信機能を有していない場
合がある。したがって、上述のカード処理装置の仕組みでは、ＥＭＶ－ＩＣカードと、Ｅ
ＴＣ－ＩＣカードとを判別することができない。このため、例えばＥＭＶ－ＩＣカードを
処理するためのカード処理装置と、ＥＴＣ－ＩＣカードを処理するためのカード処理装置
とを並べて設置することが考えられる。
【０００８】
　しかしながら、このように複数のカード処理装置が料金機械に導入された場合、利用者
は、例えばＥＭＶ－ＩＣカード用のカード処理装置に誤ってＥＴＣ－ＩＣカードを挿入し
てしまう可能性がある。そうすると、利用者は、ＥＭＶ－ＩＣカード用のカード処理装置
における決済処理が失敗した後、返却されたＥＴＣ－ＩＣカードをＥＴＣ－ＩＣ用のカー
ド処理装置に挿入し直して再度決済処理が終了するまで待たなければならない。この結果
、利用料金の収受に要するサービスタイムが大幅に増加してしまう。
【０００９】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであって、一つの挿入口から挿入され
たカード媒体の種別に応じた決済処理が可能なカード処理装置、料金機械、カード処理方
法、及びプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の手段を採用している。
　本発明の第１の態様によれば、磁気ストライプとＩＣチップとを含み、複数種類の決済
用アプリケーション形式のうち少なくとも一つが前記ＩＣチップに記録されたカード媒体
に基づいて決済処理を行うカード処理装置（１Ａ，１Ｂ）は、前記カード媒体が挿入され
る一つの挿入口（１０）と、前記挿入口の前記カード媒体の挿入方向における下流側に配
置され、前記磁気ストライプに記憶された情報を読み取る磁気読取部（１３）と、前記磁
気読取部の前記カード媒体の挿入方向における下流側に配置され、第１決済アプリケーシ
ョンに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第１カードリーダユニット（１６）
と、前記第１カードリーダユニットの前記カード媒体の挿入方向における下流側に配置さ
れ、第２決済アプリケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第２カー
ドリーダユニット（１７）と、前記磁気ストライプから読み取られた情報に応じて、前記
カード媒体を前記第１カードリーダユニット、及び前記第２カードリーダユニットの何れ
に搬送するかを決定する制御部（１９）と、を備える。
　このようにすることで、カード処理装置は、一つの挿入口に挿入されたカード媒体の磁
気ストライプから読み取った情報に基づいて、カード媒体を種別に応じた適切なカードリ
ーダユニットに搬送することができる。これにより、カード処理装置は、利用者がカード
を挿入すべき挿入口をカード媒体種別に応じて選択する必要がないので、処理できないカ
ード媒体を誤って挿入されたカードリーダユニットが処理を失敗する頻度や、利用者がカ
ード媒体の再挿入を行う頻度を低減させることができる。また、挿入口は一つのみである
ので、利用者がカード媒体を挿入する場所を探す時間を短縮することができる。この結果
、カード処理装置は、決済処理に要するサービスタイムが増加することを抑制できる。
【００１１】
　本発明の第２の態様によれば、第１の態様に係るカード処理装置（１Ａ，１Ｂ）におい
て、前記第１カードリーダユニット（１６）に前記カード媒体を搬送する第１搬送路（１
５ａ）と、前記第２カードリーダユニット（１７）に前記カード媒体を搬送する第２搬送
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路（１５ｂ）とは、水平に配列される。
　このようにすることで、カード処理装置は、第１カードリーダユニットと第２カードリ
ーダユニットとの間の搬送経路を水平方向に直線状に形成することができるので、搬送す
るカード媒体に重力の影響を生じさせにくくすることができるとともに、搬送中に次の搬
送路に衝突してカード媒体が詰まる（ジャムが発生する）等の影響を抑制することができ
る。この結果、カード処理装置は、簡易な制御のみで、カード媒体をスムーズに搬送する
ことができる。
【００１２】
　本発明の第３の態様によれば、第１又は第２の態様に係るカード処理装置（１Ａ，１Ｂ
）において、前記制御部（１９）は、前記磁気ストライプから読み取られた情報に基づい
て前記カード媒体の種別を判定する種別判定部（１９１）を有し、前記カード媒体が前記
第１カードリーダユニット（１６）の読み取り対象となる種別であると判定された場合、
当該カード媒体を前記第１カードリーダユニットで停止させ、前記カード媒体が前記第１
カードリーダユニットの読み取り対象となる種別ではないと判定された場合、当該カード
媒体に前記第１カードリーダユニットを通過させる。
　このようにすることで、カード処理装置は、種別に応じてカード媒体を停止又は通過さ
せる簡易な制御を行うのみで、カード媒体を適切なカードリーダユニットに搬送すること
ができる。
【００１３】
　本発明の第４の態様によれば、第１から第３の何れか一の態様に係るカード処理装置（
１Ｂ）は、前記第２カードリーダユニット（１７）の下流側に配置され、第３決済アプリ
ケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第３カードリーダユニット（
１８）を更に備える。
　このようにすることで、カード処理装置は、第１カードリーダユニットまたは第２カー
ドリーダユニットで処理できないカード媒体を、第３カードリーダユニットで処理するこ
とができる。
【００１４】
　本発明の第５の態様によれば、料金機械（１００）は、第１から第４の何れか一の態様
に係るカード処理装置（１Ａ，１Ｂ）を備える。
【００１５】
　本発明の第６の態様によれば、磁気ストライプとＩＣチップとを含み、複数種類の決済
用アプリケーション形式のうち少なくとも一つが前記ＩＣチップに記録されたカード媒体
に基づいて決済処理を行うカード処理方法は、一つの挿入口から挿入された前記カード媒
体の前記磁気ストライプに記憶された情報を読み取る磁気読取ステップと、第１決済アプ
リケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第１カード読み取りステッ
プと、第２決済アプリケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第２カ
ード読み取りステップと、前記磁気ストライプから読み取られた情報に応じて、前記第１
カード読み取りステップ、及び前記第２カード読み取りステップの何れで前記ＩＣチップ
を読み取るかを決定する制御ステップと、を有する。
【００１６】
　本発明の第７の態様によれば、磁気ストライプとＩＣチップとを含み、複数種類の決済
用アプリケーション形式のうち少なくとも一つが前記ＩＣチップに記録されたカード媒体
に基づいて決済処理を行うカード処理装置（１Ａ，１Ｂ）のコンピュータ（９００）を機
能させるプログラムは、一つの挿入口から挿入された前記カード媒体の前記磁気ストライ
プに記憶された情報を読み取る磁気読取ステップと、第１決済アプリケーションに基づい
て前記ＩＣチップを読み取り可能とする第１カード読み取りステップと、第２決済アプリ
ケーションに基づいて前記ＩＣチップを読み取り可能とする第２カード読み取りステップ
と、前記磁気ストライプから読み取られた情報に応じて、前記第１カード読み取りステッ
プ、及び前記第２カード読み取りステップの何れで前記ＩＣチップを読み取るかを決定す
る制御ステップと、を実行させる。
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【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るカード処理装置、料金機械、カード処理方法、及びプログラムによれば、
一つの挿入口から挿入されたカード媒体の種別に応じた決済処理が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１の実施形態に係る料金機械の概要を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係るカード処理装置の断面図である。
【図３】第１の実施形態に係るカード処理装置の制御部の機能構成を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係るカード処理装置の処理の一例を示すフローチャートである
。
【図５】第２の実施形態に係るカード処理装置の断面図である。
【図６】第２の実施形態に係るカード処理装置の処理の一例を示すフローチャートである
。
【図７】少なくとも一の実施形態に係るカード処理装置のハードウェア構成の一例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
＜第１の実施形態＞
　以下、本発明の第１の実施形態に係る料金機械及びカード処理装置について、図１～図
４を参照しながら説明する。
【００２０】
（料金機械の全体構成）
　図１は、第１の実施形態に係る料金機械の概要を示す図である。
　本実施形態に係る料金機械は、図１に示すように、例えば有料道路の料金所に設置され
た料金自動収受機１００である。料金自動収受機１００は、料金所の車線Ｌの路側に敷設
されたアイランドＩ上に設置され、有料道路の利用者、すなわち車両Ａの運転者又は搭乗
者の操作を受け付けて、利用料金を自動で収受するための装置である。
【００２１】
　図１に示すように、料金自動収受機１００は、カード処理装置１Ａと、ＣＰＵ２と、を
備えている。また、料金自動収受機１００の車線Ｌ（図１の＋Ｙ側）を向く筐体前面１０
１には、利用者の操作を受け付ける操作パネル１０２が設けられている。利用者は、操作
パネル１０２を介して利用料金の支払いに係る各種操作を行う。
【００２２】
　カード処理装置１Ａは、カード媒体を読み取るための装置である。カード処理装置１Ａ
は、操作パネル１０２に開口し、利用者からカード媒体の挿入を受け付けるとともに、利
用者へカード媒体を返却（排出）する挿入口１０を有している。
【００２３】
　ＣＰＵ２は、料金自動収受機１００全体の動作を司るプロセッサである。なお、本実施
形態では、ＣＰＵ２は、カード処理装置１Ａの上位装置として機能する。ＣＰＵ２は、利
用者が挿入口１０にカード媒体を挿入すると、カード処理装置１Ａに対し、当該カード媒
体に基づく決済処理に関する各種処理を実行するよう制御する。
【００２４】
（カード処理装置の機能構成）
　ここで、本実施形態に係るカード処理装置１Ａが処理対象とするカード媒体について説
明する。本実施形態では、カード媒体は、ＩＣチップを搭載したカード媒体である「ＥＭ
Ｖ－ＩＣカード」、ＩＣチップを搭載したカード媒体である「ＥＭＶ－ＩＣカード以外の
ＩＣカード」（例えば、ＥＴＣ－ＩＣカード）、ＩＣチップを搭載しないカード媒体であ
る「おもて面磁気ストライプカード」の三つの種別があるとする。
【００２５】
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　ＩＣチップを搭載したカード媒体は、カード媒体の裏面に磁気ストライプを有する。そ
して、ＥＭＶ－ＩＣカードでは、ＪＩＳ規格であるＩＤ－１（旧ＪＩＳ－Ｉ）によって第
２トラックが規定されている。また、おもて面磁気ストライプカードは、表面に磁気スト
ライプを有する。そして、おもて面磁気ストライプカードは、規格である旧ＪＩＳ－ＩＩ
によって規定されている。
【００２６】
　ＩＣチップを搭載するカード媒体が有する磁気ストライプは、ＩＳＯ（Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ）
、ＪＩＳ（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ）などで規格
化されている。具体的には、磁気ストライプとして、第１トラックと第２トラックの２つ
のトラックを含むものと、第１トラック、第２トラック、第３トラックの３つのトラック
を含むものが存在する。
【００２７】
　第１トラックの規格は、国際航空運送協会（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｉｒ　Ｔ
ｒａｎｓｐｏｒｔ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、ＩＡＴＡ）によって策定された規格である
。第２トラックの規格は、アメリカの銀行業界団体（米国銀行協会、Ａｍｅｒｉｃａｎ　
Ｂａｎｋｅｒｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、ＡＢＡ）によって策定された。第３トラック
の規格は、アメリカの年金業界によって策定された規格である。また、第３トラックの規
格は、欧州のユーロ規格である。第１トラックには、氏名の情報などが記録されている。
第２トラックには、クレジットカードであることを示すカード番号（すなわち、クレジッ
トカードであることを示す特有の数字の配列パターン）などの情報が記録されている。第
３トラックは、主に米国の年金業界に関連する情報、または、ユーロカードの情報である
。つまり、カード媒体がクレジットカードである場合、磁気ストライプの第２トラックに
は、クレジットカードであることを示すカード番号（すなわち、ＥＭＶ－ＩＣカードであ
る可能性の高いことを示す特有の数字の配列パターン）が含まれている。
【００２８】
　図２は、第１の実施形態に係るカード処理装置の断面図である。
　図２に示すように、カード処理装置１Ａは、挿入口１０と、カード検出部１１と、入口
搬送路１２と、磁気読取部１３と、第１カードリーダユニット１６と、第２カードリーダ
ユニット１７と、制御部１９と、を備えている。
【００２９】
　挿入口１０は、料金自動収受機１００の筐体前面１０１に開口するように一つのみ設け
られている。利用者は、クレジットカードによる利用料金の支払いを希望する場合、カー
ド媒体Ｃを挿入口１０に挿入する。また、カード処理装置１Ａによる処理が終了すると、
カード媒体Ｃは挿入口１０から料金自動収受機１００の筐体外に排出されて利用者に返却
される。
【００３０】
　カード検出部１１は、挿入口１０の下流側（－Ｙ側）に配置され、カード処理装置１Ａ
の内部にカード媒体Ｃが挿入されたことを検出する。
【００３１】
　入口搬送路１２は、挿入口１０の下流側（－Ｙ側）に配置され、挿入されたカード媒体
Ｃを所定位置に搬送する。例えば、図２に示すように、入口搬送路１２はモータで駆動す
るローラと、ベルトとにより構成され、モータでローラを回転させてベルトを移動させる
ことにより、ベルトの上面に載置されたカード媒体Ｃを下流側（－Ｙ側）又は上流側（＋
Ｙ側）に向かって搬送する。
【００３２】
　磁気読取部１３は、挿入口１０の下流側（－Ｙ側）に配置され、入口搬送路１２で搬送
されるカード媒体Ｃの磁気ストライプに記録されている情報を読み取る。本実施形態に係
る磁気読取部１３は、カード媒体Ｃのおもて面側（＋Ｚ側）に配置された磁気読取部１３
ａと、カード媒体Ｃの裏面側（－Ｚ側）に配置された磁気読取部１３ｂとにより構成され
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る。
【００３３】
　磁気読取部１３ａは、おもて面磁気ストライプカードであるカード媒体Ｃの磁気ストラ
イプに記録されている情報を読み取る。磁気読取部１３ｂは、ＩＣチップを搭載したカー
ド媒体Ｃ、すなわち、ＥＭＶ－ＩＣカード及びＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカードの磁
気ストライプに記録されている情報を読み取る。磁気読取部１３ａ、１３ｂは、磁気スト
ライプから読み取った情報を制御部１９に出力する。以下、磁気読取部１３ａ、１３ｂが
読み取った情報を「磁気読取情報」と呼ぶ。
【００３４】
　第１搬送路１５ａは、磁気読取部１３の下流側（－Ｙ側）に配置され、入口搬送路１２
と同様の構成により、入口搬送路１２と第１カードリーダユニット１６内部の所定位置と
の間でカード媒体Ｃを搬送する。図２に示すように、第１搬送路１５ａは、挿入口１０及
び入口搬送路１２と高さ方向（±Ｚ方向）における位置を一致させて配置される。
【００３５】
　第２搬送路１５ｂは、図２に示すように、第１搬送路１５ａの下流側（－Ｙ側）に配置
され、入口搬送路１２及び第１搬送路１５ａと同様の構成により、第１カードリーダユニ
ット１６と第２カードリーダユニット１７内部の所定位置との間でカード媒体Ｃを搬送す
る。また、第２搬送路１５ｂは第１搬送路１５ａと一致する高さに配置される。したがっ
て、入口搬送路１２、第１搬送路１５ａ、及び第２搬送路１５ｂは、水平方向（±Ｙ方向
）に直線状に配列される。このため、カード処理装置１Ａは、入口搬送路１２から第２カ
ードリーダユニット１７までの搬送経路を水平方向に直線状に形成することができるので
、搬送するカード媒体Ｃに重力の影響を生じさせにくくすることができるとともに、搬送
中に次の搬送路に衝突してカード媒体Ｃが詰まる（ジャムが発生する）等の影響を抑制す
ることができる。
【００３６】
　第１カードリーダユニット１６は、磁気読取部１３の下流側（－Ｙ側）に配置される。
第１カードリーダユニット１６は、カード媒体Ｃに搭載されているＩＣチップに接触可能
なＩＣコンタクト１６１を有している。第１カードリーダユニット１６は、このＩＣコン
タクト１６１を介して、第１決済アプリケーションに基づいてカード媒体Ｃに搭載された
ＩＣチップを読み取り可能とする。ＩＣコンタクト１６１は、鉛直方向の上側（＋Ｚ側）
の第１位置Ｐ１（図２の実線で示される位置）と、鉛直方向の下側（－Ｚ側）の第２位置
Ｐ２（図２の破線で示される位置）との間を移動可能に構成される。第１カードリーダユ
ニット１６は、カード媒体ＣのＩＣチップから情報を読み取るときは、ＩＣコンタクト１
６１をＩＣチップと接触可能な第２位置Ｐ２に移動させる。また、第１カードリーダユニ
ット１６は、カード媒体ＣのＩＣチップから情報を読み取らないときは、ＩＣコンタクト
１６１の下側（－Ｚ側）をカード媒体Ｃが通過可能となるように、ＩＣコンタクト１６１
を第１位置Ｐ１に移動させる。なお、本実施形態では、ＩＣコンタクト１６１の初期位置
は第１位置Ｐ１に設定される。
【００３７】
　なお、本実施形態に係る第１カードリーダユニット１６は、例えばＥＭＶ－ＩＣカード
を読み取り可能なカードリーダユニットである。また、第１決済アプリケーションは、Ｉ
Ｃチップに予め記録された複数種類のアプリケーション形式のうちの一つであり、本実施
形態ではＥＭＶ－ＩＣカードに基づいて決済処理を行うための各種プログラムが含まれて
いる。
【００３８】
　第２カードリーダユニット１７は、第１カードリーダユニット１６の下流側（－Ｙ側）
に配置される。第２カードリーダユニット１７は、カード媒体Ｃに搭載されているＩＣチ
ップに接触可能なＩＣコンタクト１７１を有している。第２カードリーダユニット１７の
ＩＣコンタクト１７１は、第１カードリーダユニットのＩＣコンタクト１６１と同様の機
能構成を有している。
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【００３９】
　なお、本実施形態に係る第２カードリーダユニット１７は、例えばＥＭＶ－ＩＣカード
以外のＩＣカードを読み取り可能なカードリーダユニットである。また、第２決済アプリ
ケーションは、ＩＣチップに予め記録された複数種類のアプリケーション形式のうちの一
つであり、本実施形態ではＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカード（例えばＥＴＣ－ＩＣカ
ード）に基づいて決済処理を行うための各種プログラムが含まれている。以下、第１カー
ドリーダユニット１６又は第２カードリーダユニット１７が読み取った情報を「ＩＣチッ
プ読取情報」と呼ぶ。
【００４０】
　制御部１９は、磁気読取部１３により磁気ストライプから読み取られた情報に応じて、
カード媒体Ｃを第１カードリーダユニット１６、及び第２カードリーダユニット１７の何
れに搬送するかを決定するとともに、料金自動収受機１００のＣＰＵ２からの指令にした
がって、カード媒体Ｃに基づく決済処理を行う。
【００４１】
　図３は、第１の実施形態に係るカード処理装置の制御部の機能構成を示す図である。
　図３に示すように、制御部１９は、通信線ＬＮを介して料金自動収受機１００のＣＰＵ
２と接続される。また、制御部１９は、磁気ストライプ処理部１９０と、種別判定部１９
１と、搬送制御部１９２と、ＩＣチップ処理部１９３と、通信部１９４と、記憶部１９５
と、を有している。
【００４２】
　磁気ストライプ処理部１９０は、磁気読取部１３が読み取った磁気読取情報を取得して
、記憶部１９５に記憶する。また、磁気ストライプ処理部１９０は、ＩＣカードに基づく
決済処理ができなかった場合、取得した磁気読取情報を料金自動収受機１００のＣＰＵ２
に出力する。
【００４３】
　種別判定部１９１は、磁気ストライプ処理部１９０が取得した磁気読取情報に基づいて
、挿入されたカード媒体Ｃの種別を判定する。上述のように、カード媒体ＣがＥＭＶ－Ｉ
Ｃカードである場合、磁気ストライプの第２トラックには、クレジットカードであること
を示すカード番号（すなわち、ＥＭＶ－ＩＣカードである可能性の高いことを示す特有の
数字の配列パターン）が含まれている。したがって、種別判定部１９１は、磁気読取部１
３ｂが読み取った磁気読取情報が、所定の配列パターンに一致する数字の配列を含んでい
る場合、読取対象のカード媒体ＣはＥＭＶ－ＩＣカードであると判定する。一方、種別判
定部１９１は、磁気読取部１３ｂが読み取った磁気読取情報が、所定の配列パターンに一
致する数字の配列を含んでいない場合、読取対象のカード媒体ＣはＥＭＶ－ＩＣカード以
外のＩＣカードであると判定する。種別判定部１９１は、この判定結果を料金自動収受機
１００のＣＰＵ２に出力する。
【００４４】
　搬送制御部１９２は、入口搬送路１２、第１搬送路１５ａ、及び第２搬送路１５ｂに対
し、カード媒体Ｃを下流側（図２の－Ｙ側）又は上流側（図２の＋Ｙ側）に搬送させるよ
う制御する。例えば、搬送制御部１９２は、カード検出部１１がカード媒体Ｃの挿入を検
出すると、入口搬送路１２にカード媒体Ｃを所定位置まで搬送するように指示する。また
、搬送制御部１９２は、種別判定部１９１が判定したカード媒体Ｃの種別に応じて、カー
ド媒体Ｃを第１カードリーダユニット１６まで、又は第２カードリーダユニット１７まで
搬送するように、第１搬送路１５ａ及び第２搬送路１５ｂに指示する。なお、搬送制御部
１９２は、カード媒体Ｃを返却する際には、各部に対しカード媒体Ｃを上流側（図２の＋
Ｙ側）に搬送し、挿入口１０から排出されるように指示する。
【００４５】
　ＩＣチップ処理部１９３は、料金自動収受機１００のＣＰＵ２からカード媒体の種別に
応じて出力された指令に基づいて、第１カードリーダユニット１６及び第２カードリーダ
ユニット１７が行う処理を制御する。例えば、ＩＣチップ処理部１９３は、第１カードリ
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ーダユニット１６及び第２カードリーダユニット１７にＩＣチップの読み取りを行わせて
、ＩＣチップ読取情報を取得する。また、ＩＣチップ処理部１９３は、取得したＩＣチッ
プ読取情報を料金自動収受機１００のＣＰＵ２に出力する。
【００４６】
　通信部１９４は、通信線ＬＮを介して料金自動収受機１００のＣＰＵ２と各種情報及び
指令の送受信を行う。
【００４７】
　記憶部１９５には、制御部１９における各種処理において生成、取得した情報（例えば
、磁気読取部１３が読み取った磁気読取情報等）が記憶される。また、記憶部１９５には
、ＥＭＶ－ＩＣカードである可能性の高いことを示す特有の数字の配列パターンを示す参
照データが予め記憶されていてもよい。
【００４８】
（カード処理装置の処理）
　図４は、第１の実施形態に係るカード処理装置の処理の一例を示すフローチャートであ
る。
　以下、図４を参照しながら、カード処理装置１Ａの処理の流れについて説明する。
【００４９】
　図４に示すように、まず、カード処理装置１Ａのカード検出部１１は、利用者がカード
媒体Ｃを挿入口１０から挿入したことを検出する（ステップＳ１００）。そうすると、入
口搬送路１２は、カード媒体Ｃを下流側（図２の－Ｙ側）の振分機構１４に向かって搬送
する。
【００５０】
　次に、磁気読取部１３は、カード媒体Ｃが振分機構１４まで搬送される間、カード媒体
Ｃの磁気ストライプに記録されている情報を読み取る（ステップＳ１０１）。なお、カー
ド媒体ＣがＩＣチップを搭載したカード媒体である場合には、磁気読取部１３ｂがカード
媒体Ｃの裏面の磁気ストライプに記録されている情報を読み取る。また、カード媒体Ｃが
おもて面磁気ストライプカードである場合には、磁気読取部１３ａがカード媒体Ｃのおも
て面の磁気ストライプに記録されている情報を読み取る。磁気読取部１３は、読み取った
磁気読取情報を制御部１９に出力する。
【００５１】
　次に、制御部１９の種別判定部１９１は、挿入されたカード媒体Ｃに搭載されたＩＣチ
ップ内の情報を読み取る前に、当該カード媒体Ｃの種別を判定する。具体的には、種別判
定部１９１は、磁気読取部１３から出力された磁気読取情報に基づいて、当該カード媒体
ＣがＥＭＶ－ＩＣカードであるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００５２】
　例えば、種別判定部１９１は、磁気読取部１３が読み取った磁気読取情報（磁気ストラ
イプにおける第２トラックに記録されている情報）がＥＭＶ－ＩＣカードの所定の配列パ
ターンに一致する数字の配列を含んでいる場合、当該カード媒体ＣはＥＭＶ－ＩＣカード
であると判定する（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）。このとき、種別判定部１９１は、挿入
されたカード媒体ＣがＥＭＶ－ＩＣカードであると判定したことを示す判定結果を料金自
動収受機１００のＣＰＵ２に出力する。
【００５３】
　また、カード媒体ＣがＥＭＶ－ＩＣカードであると判定された場合（ステップＳ１０２
：ＹＥＳ）、制御部１９の搬送制御部１９２は、第１搬送路１５ａに対し、カード媒体Ｃ
を第１カードリーダユニット１６内部の所定位置まで搬送するよう指示する（ステップＳ
１０３）。
【００５４】
　第１搬送路１５ａがカード媒体Ｃを第１カードリーダユニット１６内部の所定位置まで
搬送すると、制御部１９のＩＣチップ処理部１９３は、料金自動収受機１００のＣＰＵ２
からの指令にしたがい、ＥＭＶ－ＩＣカード用の第１決済アプリケーションに基づく決済
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処理を実行する（ステップＳ１０４）。例えば、ＩＣチップ処理部１９３は、第１カード
リーダユニット１６に対し、カード媒体Ｃに搭載されたＩＣチップから第１決済アプリケ
ーションを選択し、この第１決済アプリケーションに基づいて、カード媒体Ｃに搭載され
たＩＣチップから決済処理に必要な各種情報を読み取るように指示する。そうすると、第
１カードリーダユニット１６は、ＩＣコンタクト１６１を第２位置（図２）まで移動させ
てＩＣチップに接触させ、このＩＣコンタクト１６１を介してＩＣチップから指定された
情報を読み取る。また、ＩＣチップ処理部１９３は、第１カードリーダユニット１６が読
み取ったＩＣチップ読取情報を、通信部１９４を介して料金自動収受機１００のＣＰＵ２
に出力する。
【００５５】
　次に、ＩＣチップ処理部１９３は、第１決済アプリケーションに基づく決済処理が成功
したか否かを判断する（ステップＳ１０５）。例えば、第１カードリーダユニット１６か
ら決済処理に必要な各種情報が正しく読み取られ、料金自動収受機１００のＣＰＵ２にお
いて決済処理が完了すると、ＣＰＵ２からカード処理装置１Ａの制御部１９にカード媒体
Ｃを排出する指令が出力される。制御部１９の搬送制御部１９２及びＩＣチップ処理部１
９３は、このカード媒体Ｃの排出指令を受信すると、第１決済アプリケーションに基づく
決済処理が完了したと判断する（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）。
【００５６】
　このとき、ＩＣチップ処理部１９３は、第１カードリーダユニット１６にカード処理終
了を通知する。そうすると、第１カードリーダユニット１６はＩＣコンタクト１６１を第
２位置Ｐ２から第１位置Ｐ１に移動させてＩＣチップと非接触の状態とし、カード媒体Ｃ
を移動可能な状態にする。
【００５７】
　また、搬送制御部１９２は、カード媒体Ｃの排出を行う（ステップＳ１０６）。具体的
には、搬送制御部１９２は、第１搬送路１５ａ及び入口搬送路１２を制御し、カード媒体
Ｃを上流側（図２の＋Ｙ側）に搬送させる。入口搬送路１２は、カード媒体Ｃを挿入口１
０から排出する。
【００５８】
　一方、第１カードリーダユニット１６から決済処理に必要な各種情報が正しく読み取ら
れず、料金自動収受機１００のＣＰＵ２において決済処理が失敗すると、ＣＰＵ２からカ
ード処理装置１Ａの制御部１９に、ＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカードに基づく決済処
理を行う指令が出力される。制御部１９のＩＣチップ処理部１９３は、この指令を受信す
ると、第１決済アプリケーションに基づく決済処理が失敗したと判断する（ステップＳ１
０５：ＮＯ）。このとき、ＩＣチップ処理部１９３は、第１カードリーダユニット１６に
カード処理終了を通知する。この通知を受けて、第１カードリーダユニット１６はＩＣコ
ンタクト１６１を第１位置Ｐ１に移動させる。その後、制御部１９は、ステップＳ１０７
に進む。
【００５９】
　また、ステップＳ１０２に戻り、種別判定部１９１は、磁気読取部１３が読み取った磁
気読取情報（磁気ストライプにおける第２トラックに記録されている情報）がＥＭＶ－Ｉ
Ｃカードの所定の配列パターンに一致する数字の配列を含んでいない場合、当該カード媒
体ＣはＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカードであると判定する（ステップＳ１０２：ＮＯ
）。このとき、種別判定部１９１は、挿入されたカード媒体ＣがＥＭＶ－ＩＣカード以外
のＩＣカードであると判定したことを示す判定結果を料金自動収受機１００のＣＰＵ２に
出力する。
【００６０】
　カード媒体ＣがＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカードであると判定された場合（ステッ
プＳ１０２：ＮＯ）、又は、第１決済アプリケーション（ＥＭＶ－ＩＣカード）に基づく
決済処理が失敗したと判断された場合（ステップＳ１０５：ＮＯ）、制御部１９の搬送制
御部１９２は、第１搬送路１５ａ及び第２搬送路１５ｂに対し、カード媒体Ｃを第２カー
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ドリーダユニット１７内部の所定位置まで搬送するよう指示する（ステップＳ１０７）。
このとき、第１カードリーダユニット１６のＩＣコンタクト１６１は、初期位置である第
１位置Ｐ１（図２）に位置している。このため、カード媒体Ｃは、第１搬送路１５ａ及び
第２搬送路１５ｂにより搬送される間、第１カードリーダユニット１６のＩＣコンタクト
１６１に接触することなく、第１カードリーダユニット１６を通過することができる。
【００６１】
　第２搬送路１５ｂがカード媒体Ｃを第２カードリーダユニット１７内部の所定位置まで
搬送すると、制御部１９のＩＣチップ処理部１９３は、料金自動収受機１００のＣＰＵ２
からの指令にしたがい、ＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカード用の第２決済アプリケーシ
ョンに基づく決済処理を実行する（ステップＳ１０８）。例えば、ＩＣチップ処理部１９
３は、第２カードリーダユニット１７に対し、カード媒体Ｃに搭載されたＩＣチップから
第２決済アプリケーションを選択し、この第２決済アプリケーションに基づいて、カード
媒体Ｃに搭載されたＩＣチップから決済処理に必要な各種情報を読み取るように指示する
。そうすると、第２カードリーダユニット１７は、ＩＣコンタクト１７１を第２位置（図
２）まで移動させてＩＣチップに接触させ、このＩＣコンタクト１７１を介してＩＣチッ
プから指定された情報を読み取る。また、ＩＣチップ処理部１９３は、第２カードリーダ
ユニット１７が読み取ったＩＣチップ読取情報を、通信部１９４を介して料金自動収受機
１００のＣＰＵ２に出力する。
【００６２】
　次に、ＩＣチップ処理部１９３は、第２決済アプリケーションに基づく決済処理が成功
したか否かを判断する（ステップＳ１０９）。例えば、第２カードリーダユニット１７か
ら決済処理に必要な各種情報が正しく読み取られ、料金自動収受機１００のＣＰＵ２にお
いて決済処理が完了すると、ＣＰＵ２からカード処理装置１Ａの制御部１９にカード媒体
Ｃを排出する指令が出力される。制御部１９の搬送制御部１９２及びＩＣチップ処理部１
９３は、このカード媒体Ｃの排出指令を受信すると、第２決済アプリケーションに基づく
決済処理が完了したと判断する（ステップＳ１０９：ＹＥＳ）。
【００６３】
　このとき、ＩＣチップ処理部１９３は、第２カードリーダユニット１７にカード処理終
了を通知する。そうすると、第２カードリーダユニット１７はＩＣコンタクト１７１を第
２位置Ｐ２から第１位置Ｐ１に移動させてＩＣチップと非接触の状態とし、カード媒体Ｃ
を移動可能な状態にする。また、搬送制御部１９２は、カード媒体Ｃの排出を行う（ステ
ップＳ１０６）。
【００６４】
　一方、第２カードリーダユニット１７から決済処理に必要な各種情報が正しく読み取ら
れず、料金自動収受機１００のＣＰＵ２において決済処理が失敗すると、ＣＰＵ２からカ
ード処理装置１Ａの制御部１９に、おもて面磁気ストライプカードに基づく決済処理を行
う指令が出力される。この指令を受信すると、制御部１９のＩＣチップ処理部１９３は、
第２決済アプリケーションに基づく決済処理が失敗したと判断し（ステップＳ１０９：Ｎ
Ｏ）、第２カードリーダユニット１７にカード処理終了を通知する。この通知を受けて、
第２カードリーダユニット１７はＩＣコンタクト１７１を第１位置Ｐ１に移動させる。ま
た、制御部１９の磁気ストライプ処理部１９０は、料金自動収受機１００のＣＰＵ２から
の指令にしたがい、おもて面磁気ストライプカードに基づく決済処理に関連する各種処理
を実行する（ステップＳ１１０）。例えば、磁気ストライプ処理部１９０は、ステップＳ
１１において読み取った磁気読取情報を記憶部１９５から読み出して、通信部１９４を介
して料金自動収受機１００のＣＰＵ２に出力する。
【００６５】
　おもて面磁気ストライプカードに基づく決済処理が完了すると、搬送制御部１９２は、
カード媒体Ｃを利用者に返却する（ステップＳ１０６）。
【００６６】
（作用効果）
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　以上のように、本実施形態に係るカード処理装置１Ａは、カード媒体Ｃが挿入される一
つの挿入口１０と、挿入口１０のカード媒体Ｃの挿入方向における下流側に配置され、磁
気ストライプに記憶された情報を読み取る磁気読取部１３と、磁気読取部１３のカード媒
体Ｃの挿入方向における下流側に配置され、第１決済アプリケーションに基づいてＩＣチ
ップを読み取り可能とする第１カードリーダユニット１６と、第１カードリーダユニット
１６のカード媒体Ｃの挿入方向における下流側に配置され、第２決済アプリケーションに
基づいてＩＣチップを読み取り可能とする第２カードリーダユニット１７と、磁気ストラ
イプから読み取られた情報に応じて、カード媒体Ｃを第１カードリーダユニット、及び第
２カードリーダユニットの何れに搬送するかを決定する制御部１９と、を備える。
　このようにすることで、カード処理装置１Ａは、一つの挿入口１０に挿入されたカード
媒体Ｃの磁気ストライプから読み取った情報に基づいて、カード媒体Ｃを種別に応じた適
切なカードリーダユニットに搬送することができる。これにより、カード処理装置１Ａは
、利用者がカード媒体Ｃを挿入すべき挿入口をカード媒体種別に応じて選択する必要がな
いので、処理できないカード媒体Ｃを誤って挿入されたカードリーダユニットが処理を失
敗する頻度や、利用者がカード媒体Ｃの再挿入を行う頻度を低減させることができる。ま
た、挿入口１０は一つのみであるので、利用者がカード媒体Ｃを挿入する場所を探す時間
を短縮することができる。この結果、カード処理装置１Ａは、決済処理に要するサービス
タイムが増加することを抑制できる。
【００６７】
　また、第１カードリーダユニット１６にカード媒体Ｃを搬送する第１搬送路１５ａと、
第２カードリーダユニット１７にカード媒体Ｃを搬送する第２搬送路１５ｂとは、水平に
配列される。
　このようにすることで、カード処理装置１Ａは、第１カードリーダユニット１６と第２
カードリーダユニット１７との間の搬送経路を水平方向に直線状に形成することができる
ので、搬送するカード媒体Ｃに重力の影響を生じさせにくくすることができるとともに、
搬送中に次の搬送路に衝突してカード媒体Ｃが詰まる（ジャムが発生する）等の影響を抑
制することができる。この結果、カード処理装置１Ａは、簡易な制御のみで、カード媒体
Ｃをスムーズに搬送することができる。なお、本実施形態では、更に入口搬送路１、第１
搬送路１５ａ、及び第２搬送と１５ｂが水平に配列されるので、カード処理装置１Ａの上
流端（入口搬送路１２）から下流端（第２搬送路１５ｂ）までの全ての搬送経路が水平方
向に直線状に形成されることとなる。これにより、カード処理装置１Ａは、内部の全ての
搬送経路において、簡易な制御のみでカード媒体Ｃをスムーズに搬送することができる。
【００６８】
　また、制御部１９は、磁気ストライプから読み取られた情報に基づいてカード媒体Ｃの
種別を判定する種別判定部１９１を有し、カード媒体Ｃが第１カードリーダユニット１６
の読み取り対象となる種別であると判定された場合（すなわち、ＥＭＶ－ＩＣカードであ
ると判定された場合）、当該カード媒体Ｃを第１カードリーダユニット１６で停止させ、
カード媒体Ｃが第１カードリーダユニット１６の読み取り対象となる種別ではないと判定
された場合（すなわち、ＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカードであると判定された場合）
、当該カード媒体Ｃに第１カードリーダユニット１６を通過させる。
　このようにすることで、カード処理装置１Ａは、種別に応じてカード媒体Ｃを停止又は
通過させる簡易な制御を行うのみで、カード媒体Ｃを適切なカードリーダユニットに搬送
することができる。
【００６９】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態に係る料金機械及びカード処理装置について、図５～図
６を参照しながら説明する。
　第１の実施形態と共通の構成要素には同一の符号を付して詳細説明を省略する。
【００７０】
（カード処理装置の機能構成）
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　図５は、第２の実施形態に係るカード処理装置の断面図である。
　図５に示すように、本実施形態に係るカード処理装置１Ｂは、第３搬送路１５ｃと、第
３カードリーダユニット１８と、を更に備えている。
【００７１】
　第３搬送路１５ｃは、第２搬送路１５ｂの下流側（－Ｙ側）に配置され、入口搬送路１
２、第１搬送路１５ａ、及び第２搬送路１５ｂと同様の構成により、第２カードリーダユ
ニット１７と第２カードリーダユニット１７内部の所定位置との間でカード媒体Ｃを搬送
する。また、第３搬送路１５ｃは、第１搬送路１５ａ及び第２搬送路１５ｂと一致する高
さに配置される。したがって、入口搬送路１２、第１搬送路１５ａ、第２搬送路１５ｂ、
及び第３搬送路１５ｃは、水平方向（±Ｙ方向）に直線状に配列される。このため、カー
ド処理装置１Ａは、入口搬送路１２から第３カードリーダユニット１８までの搬送経路を
水平方向に直線状に形成することができるので、搬送するカード媒体Ｃに重力の影響を生
じさせにくくすることができるとともに、搬送中に次の搬送路に衝突してカード媒体Ｃが
詰まる（ジャムが発生する）等の影響を抑制することができる。
【００７２】
　第３カードリーダユニット１８は、第２カードリーダユニット１７の下流側（－Ｙ側）
に配置される。第３カードリーダユニット１８は、カード媒体Ｃに搭載されているＩＣチ
ップと無線通信を行うためのアンテナ１８１を有している。第３カードリーダユニット１
８は、内部の所定位置にカード媒体Ｃが搬送されると、アンテナ１８１を介して無線通信
を行うことにより、第３決済アプリケーションに基づいてカード媒体Ｃに搭載されたＩＣ
チップを読み取り可能とする。
【００７３】
　なお、本実施形態に係る第３カードリーダユニット１８は、例えば非接触ＩＣカードを
読み取り可能なカードリーダユニットである。したがって、本実施形態では、カード媒体
Ｃは、ＩＣチップを搭載したカード媒体である「非接触ＩＣカード」、「ＥＭＶ－ＩＣカ
ード」、及び「ＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカード」と、「おもて面磁気ストライプカ
ード」との、四つの種別があるとする。
【００７４】
　また、第３決済アプリケーションは、ＩＣチップに予め記録された複数種類のアプリケ
ーション形式のうちの一つであり、本実施形態では非接触ＩＣカードに基づいて決済処理
を行うための各種プログラムが含まれている。
【００７５】
（カード処理装置の処理）
　図６は、第２の実施形態に係るカード処理装置の処理の一例を示すフローチャートであ
る。
　以下、図６を参照しながら、カード処理装置１Ｂの処理の流れについて説明する。なお
、図６に示すカード処理装置１Ｂの処理フローは、後述する新規の処理（ステップＳ２０
０～Ｓ２０２）が含まれる点を除き、図４に示す第１の実施形態に係るカード処理装置１
Ａの処理フローと概ね同様である。したがって、図４と同様の処理（ステップＳ１００～
Ｓ１１０）については説明を省略する。
【００７６】
　本実施形態に係るカード処理装置１Ｂの制御部１９では、第２カードリーダユニット１
７において第２決済アプリケーションに基づく決済処理（ステップＳ１０８）を実行した
後、この決済処理が成功したか否かを判断する（ステップＳ１０９）。第２決済アプリケ
ーションに基づく決済処理が完了したと判断された場合（ステップＳ１０９：ＹＥＳ）の
処理は、第１の実施形態と同様である。
【００７７】
　一方、第２カードリーダユニット１７から決済処理に必要な各種情報が正しく読み取ら
れず、料金自動収受機１００のＣＰＵ２において決済処理が失敗すると、ＣＰＵ２からカ
ード処理装置１Ｂの制御部１９に、非接触ＩＣカードに基づく決済処理を行う指令が出力
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される。この指令を受信すると、制御部１９のＩＣチップ処理部１９３は、第２決済アプ
リケーションに基づく決済処理が失敗したと判断する（ステップＳ１０９：ＮＯ）。この
とき、ＩＣチップ処理部１９３は、第２カードリーダユニット１７にカード処理終了を通
知する。この通知を受けて、第２カードリーダユニット１７はＩＣコンタクト１７１を第
１位置Ｐ１に移動させてＩＣチップと非接触の状態とし、カード媒体Ｃを移動可能な状態
にする。また、制御部１９の搬送制御部１９２は、第２搬送路１５ｂ及び第３搬送路１５
ｃに対し、カード媒体Ｃを第３カードリーダユニット１８内部の所定位置まで搬送するよ
うに指示する（ステップＳ２００）。
【００７８】
　第３搬送路１５ｃがカード媒体Ｃを第３カードリーダユニット１８内部の所定位置まで
搬送すると、制御部１９のＩＣチップ処理部１９３は、料金自動収受機１００のＣＰＵ２
からの指令にしたがい、非接触ＩＣカード用の第３決済アプリケーションに基づく決済処
理を実行する（ステップＳ２０１）。例えば、ＩＣチップ処理部１９３は、第３カードリ
ーダユニット１８に対し、カード媒体Ｃに搭載されたＩＣチップから第３決済アプリケー
ションを選択し、この第３決済アプリケーションに基づいて、カード媒体Ｃに搭載された
ＩＣチップから決済処理に必要な各種情報を読み取るように指示する。そうすると、第３
カードリーダユニット１８は、アンテナ１８１を介して無線通信を行うことにより、ＩＣ
チップから指定された情報を読み取る。また、ＩＣチップ処理部１９３は、第３カードリ
ーダユニット１８が読み取ったＩＣチップ読取情報を、通信部１９４を介して料金自動収
受機１００のＣＰＵ２に出力する。
【００７９】
　次に、ＩＣチップ処理部１９３は、第３決済アプリケーションに基づく決済処理が成功
したか否かを判断する（ステップＳ２０２）。例えば、第３カードリーダユニット１８か
ら決済処理に必要な各種情報が正しく読み取られ、料金自動収受機１００のＣＰＵ２にお
いて決済処理が完了すると、ＣＰＵ２からカード処理装置１Ｂの制御部１９にカード媒体
Ｃを排出する指令が出力される。制御部１９の搬送制御部１９２及びＩＣチップ処理部１
９３は、このカード媒体Ｃの排出指令を受信すると、第２決済アプリケーション又は第３
決済アプリケーションに基づく決済処理が完了したと判断する（ステップＳ２０２：ＹＥ
Ｓ）。
【００８０】
　このとき、ＩＣチップ処理部１９３は、第３カードリーダユニット１８にカード処理終
了を通知する。そうすると、第３カードリーダユニット１８はアンテナ１８１を介した無
線通信を終了して、カード媒体Ｃを移動可能な状態にする。また、搬送制御部１９２は、
カード媒体Ｃの排出を行う（ステップＳ１０６）。
【００８１】
　一方、第３カードリーダユニット１８から決済処理に必要な各種情報が正しく読み取ら
れず、料金自動収受機１００のＣＰＵ２において決済処理が失敗すると、ＣＰＵ２からカ
ード処理装置１Ｂの制御部１９に、おもて面磁気ストライプカードに基づく決済処理を行
う指令が出力される。この指令を受信すると、制御部１９の磁気ストライプ処理部１９０
は決済処理が失敗したと判断し（ステップＳ２０２：ＮＯ）、料金自動収受機１００のＣ
ＰＵ２からの指令にしたがい、おもて面磁気ストライプカードに基づく決済処理に関連す
る各種処理を実行する（ステップＳ１１０）。以降の処理は第１の実施形態と同様である
。
【００８２】
（作用効果）
　以上のように、本実施形態に係るカード処理装置１Ｂは、第２カードリーダユニット１
７の下流側に配置され、第３決済アプリケーションに基づいてＩＣチップを読み取り可能
とする第３カードリーダユニット１８を更に備える。
　このようにすることで、カード処理装置１Ｂは、第１カードリーダユニット１６または
第２カードリーダユニット１７で処理できないカード媒体Ｃを、第３カードリーダユニッ
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ト１８で処理することができる。
【００８３】
（ハードウェア構成）
　図７は、少なくとも一の実施形態に係るカード処理装置のハードウェア構成の一例を示
す図である。
　以下、図７を参照しながら、上述の少なくとも一の実施形態に係るカード処理装置１Ａ
，１Ｂのハードウェア構成について説明する。
【００８４】
　コンピュータ９００は、ＣＰＵ９０１、主記憶装置９０２、補助記憶装置９０３、イン
タフェース９０４を備える。
【００８５】
　上述のカード処理装置１Ａ，１Ｂは、それぞれコンピュータ９００に実装される。そし
て、上述したカード処理装置１Ａ，１Ｂの各部の動作は、プログラムの形式でそれぞれの
コンピュータ９００が有する補助記憶装置９０３に記憶されている。ＣＰＵ９０１は、プ
ログラムを補助記憶装置９０３から読み出して主記憶装置９０２に展開し、当該プログラ
ムに従って上記処理を実行する。また、ＣＰＵ９０１は、プログラムに従って、処理に伴
い取得、生成した各種情報を記憶するための記憶領域（記憶部１９５）を主記憶装置９０
２に確保する。また、ＣＰＵ９０１は、プログラムに従って、処理中のデータを記憶する
記憶領域を補助記憶装置９０３に確保する。
【００８６】
　なお、コンピュータ９００は、インタフェース９０４を介して、外部記憶装置９１０と
接続されており、上記記憶領域は、外部記憶装置９１０に確保されてもよい。
【００８７】
　なお、少なくとも一つの実施形態において、補助記憶装置９０３は、一時的でない有形
の媒体の一例である。一時的でない有形の媒体の他の例としては、インタフェース９０４
を介して接続される磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半
導体メモリ等が挙げられる。また、このプログラムが通信回線によってコンピュータ９０
０に配信される場合、配信を受けたコンピュータ９００が当該プログラムを主記憶装置９
０２に展開し、上記処理を実行しても良い。
【００８８】
　また、当該プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、当該プログラムは、前述した機能を補助記憶装置９０３に既に記憶されている他
のプログラムとの組み合わせで実現するもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）
であっても良い。
【００８９】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の技術的思想を逸脱しない
限り、これらに限定されることはなく、多少の設計変更等も可能である。
【００９０】
　例えば、上述の各実施形態において、料金機械が料金自動収受機１００である例につい
て説明したが、これに限られることはない。他の実施形態では、料金機械は、利用者から
利用料金を収受する収受員が操作する料金収受機械であってもよい。
【００９１】
　また、上述の各実施形態において、第１カードリーダユニット１６はＥＭＶ－ＩＣカー
ドを読み取り可能なカードリーダユニットであり、第２カードリーダユニット１７はＥＭ
Ｖ－ＩＣカード以外のＩＣカードを読み取り可能なカードリーダユニットであり、第３カ
ードリーダユニット１８は非接触ＩＣカードを読み取り可能なカードリーダユニットであ
る例について説明したが、これに限られることはない。他の実施形態では、第１カードリ
ーダユニット１６は、ＥＭＶ－ＩＣカード以外のＩＣカード、又は非接触ＩＣカードを読
み取り可能なカードリーダユニットであってもよい。第２カードリーダユニット１７は、
ＥＭＶ－ＩＣカード、又は非接触ＩＣカードを読み取り可能なカードリーダユニットであ
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カード以外のＩＣカードを読み取り可能なカードリーダユニットであってもよい。料金自
動収受機１００で利用頻度の高いカード媒体に応じて、これらの順番を任意に入れ替える
ことが可能である。
【００９２】
　また、上述の実施形態では、磁気読取部１３が挿入口１０の下流側（入口搬送路１２上
）に配置され、この磁気読取部１３によりカード媒体Ｃの磁気ストライプを読み取る構成
について説明したが、これに限られることはない。他の実施形態では、第１カードリーダ
ユニット１６、第２カードリーダユニット１７、及び第３カードリーダユニット１８それ
ぞれがカード媒体Ｃの磁気ストライプを読み取るための磁気リード機能を有していてもよ
い。
【符号の説明】
【００９３】
１００　料金自動収受機（料金機械）
１Ａ、１Ｂ　カード処理装置
１０　挿入口
１１　カード検出部
１２　入口搬送路
１３、１３ａ、１３ｂ　磁気読取部
１５ａ　第１搬送路
１５ｂ　第２搬送路
１５ｃ　第３搬送路
１６　第１カードリーダユニット
１７　第２カードリーダユニット
１８　第３カードリーダユニット
１９　制御部
１９０　磁気ストライプ処理部
１９１　種別判定部
１９２　搬送制御部
１９３　ＩＣチップ処理部
１９４　通信部
１９５　記憶部
２　ＣＰＵ
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